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令和２年度 

第８回和歌山市農業委員会議事録 

 

日 時  令和３年 ２月１０日（水曜日） １３時００分 開会 

場 所  和歌山市農業委員会会議室 

 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人名義変更について 

報告事項 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１号の規定による届出について 

報告事項 農地法第４条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農地法第５条第１項の規定による農地転用届出について 

報告事項 農用地利用配分計画の認可について 

議案第１号 農用地区域除外に係る意見について 

議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策事業に伴う遊休農地の証明願について 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する適格者証明願について 

議案第４号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

議案第５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請に対する意見について 

議案第７号 農用地利用集積計画について 

議案第８号 非農地通知について 
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１３時００分 開会 

◆東山局長 定刻が参りましたので、第８

回農業委員会総会を開催させていただきま

す。新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、換気を行っています。また、総会時間

の短縮も図りたいと思いますので、ご理解、

ご協力をお願いします。審議が長時間に及

ぶ場合は、適宜休憩をはさみたいと思いま

すのでよろしくお願いします。 

それでは、谷河会長よろしくお願いします。

◆会長（谷河 績） ただいまより、第８

回農業委員会総会を開会いたします。 

 出席委員は１９名中１９名で、定足数に

達しておりますので、総会は成立していま

す。 

去る１月２８日、湯川委員、藤田委員、

古川委員、曽根委員、岩橋章委員によりま

して現地調査並びに事情聴取が行われてい

ます。後ほど報告方よろしくお願いします。 

また、農業委員会会議規則第１７条第２

項に規定する議事録署名委員は、中尾委員、

坂東委員にお願いします。それでは報告事

項より始めさせていただきます。 

報告事項 農地法第３条の３第１項の規

定による届出について、説明いたします。 

◆西森主査 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第３条の３第１項の規定

による届出があったもので、７件ありまし

た。全て相続による所有権の取得です。 

また、本届出に対して受理書を交付して

おりますが、本受理書は権利の移動等の効

力を発生させるものではありません。以上

です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

 報告事項 農地賃貸借契約等登録台帳の

賃借人名義変更について、説明いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

農地賃貸借契約等登録台帳の賃借人の名

義変更が１件ありました。なお、報告事項

【農地法第１８条第６項の規定による通知

について】のＮｏ．３と関連しています。 

以上です。   

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

 報告事項 農地法第１８条第６項の規定

による通知について、説明いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第１８条第６項の賃貸借

の合意解約通知で４件ありました。なお、

Ｎｏ．３については、報告事項【農地賃貸

借契約等登録台帳の賃借人の名義変更につ

いて】のＮｏ．１と関連しています。また、

Ｎｏ．４については利用権の解約です。以

上です。   

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法施行規則第２９条第１

号の規定による届出について、説明いたし

ます。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法施行規則第２９条第１号

に規定する農業用施設の届出が２件ありま
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した。 

Ｎｏ．１申請地は安原地区・・・、安原

小学校から南東に約・・・ｍに位置します。

申請人は、経営面積１，５９３㎡を有する

農家です。農業用機械及び農業用車両を保

管するための農業用倉庫として使用するた

め、今回届出に至りました。 

Ｎｏ．２申請地は小倉地区・・・、光恩

寺から南約・・・ｍに位置します。申請人

は、経営面積２９，２６３㎡を有していま

す。農業用水路として使用するため、今回

提出に至りました。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第４条第１項の規定に

よる農地転用届出について、説明いたしま

す。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第４条による市街化区域

内の農地転用の届出で２件ありました。令

和３年１月１９日付、２９日付で受理通知

書を交付しています。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

報告事項 農地法第５条第１項の規定に

よる農地転用届出について、説明いたしま

す。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件は、農地法第５条による市街化区域

内の農地転用の届出で９件ありました。令

和３年１月１２日付、１９日付、２９日付

で受理通知書を交付しています。 

なお、Ｎｏ．１及び２は開発許可済、Ｎ

ｏ．５は使用貸借権設定、Ｎｏ．６は賃借

権設定です。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

 報告事項 農用地利用配分計画の認可に

ついて、説明いたします。 

◆西森主査 番外、説明いたします。 

 本件は、農地中間管理事業の推進に関す

る法律第１８条第４項の規定に基づき、県

知事より認可されたもので、１０件ありま

した。面積は田が２０，７０８㎡、畑が７

８９㎡、合計２１，４９７㎡です。 

なお、令和２年１２月２１日付けで県知

事による認可済みです。以上です。 

◆会長（谷河 績） この報告事項につい

て、ご了承いただけますか。 

 「ハイと言うものあり」 

 それでは、ご了承いただけたことといた

します。 

 議案第１号 農用地区域除外に係る意見

について、提案いたします。 

◆農林水産課太田企画員 番外、説明いた

します。 

 本件は、農業振興地域の整備に関する法

律第１３条第１項の規定に基づき、同法施

行規則第３条の２の第２項の規定により、

農業委員会のご意見をお聴きするものです。

お手元の資料、農用地区域除外参考資料を

ご覧ください。全３件の申出があり、Ｐ.

３に、位置図を示しております。全３件、
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一括して説明させていただきます。なお、

今回の３件については、すべて申出地以外

に代替すべき土地がないことから、代替地

検討書の添付にかえて、その理由を記した

ものを添付しております。 

① について説明させていただきます。 

参考資料のＰ.４からＰ.８をご覧ください。 

Ｐ.４にありますように申出地は、赤色で

着色し示しており、山口地区、山口小学校

の北約・・・ｍに位置しております。 

Ｐ.５には、申出地以外に代替すべき土地

がない理由を記したものを、Ｐ.６には、

申出地を三方から撮影した写真を、Ｐ.７

には、農用地区域の広がりを、Ｐ.８には、

関係各課の意見を示し、添付しております。

参考にご覧ください。 

申出の経緯について説明させていただき

ます。利用者である・・・は、・・・年に

設立され、・・・を・・・とし、・・・を・

・・し、・・・等の・・・に基づき、その

・・・を広めています。現在、・・・は約

・・・人で、毎日多くの・・・が・・・に

訪れています。毎年・・・月に開催する・

・・には特に多くの・・・が訪れます。既

存の駐車場・・・台では駐車場が不足して

おり、近隣の道路に車を駐車し・・・に訪

れる・・・は少なくなく、近隣住民等に迷

惑をかけている状態であるとのことです。

また、道路に車を駐車しているため、交通

事故が発生するような危険性があり、速や

かに改善するために、既存施設に近い土地

で駐車場を増設したいとの申し出です。こ

の用地について探したところ、毎年・・・

月の・・・をはじめとする・・・の・・・

の際、多数の・・・が・・・し、周辺の交

通安全確保のため必要とする駐車台数を満

たす面積が必要なため及び、・・・に訪れ

る・・・には高齢者が多く、・・・が傾斜

地に立地することから、・・・及び既存駐

車場に隣接した土地である必要があるため、

この土地を選定したとのことです。なお、

申出地は、北側に堤及び駐車場、東側に水

路を挟んで畑、南側に田、西側に既存施設

の・・・に隣接した農地となっています。

市としては、周辺農地への営農に及ぼす影

響はなく、交通安全対策を行い地域振興及

び土地の有効活用ができると判断し、農用

地区域除外を行おうとするものです。 

② について説明させていただきます。 

参考資料のＰ.９からＰ.１３をご覧くださ

い。Ｐ.９にありますように申出地は、赤

色で着色し示しており、和佐地区、河南総

合体育館の北東約・・・ｍに位置しており

ます。Ｐ.１０には、申出地以外に代替す

べき土地がない理由を記したものを、Ｐ.

１１には、申出地を三方から撮影した写真

を、Ｐ.１２には、農用地区域の広がりを、

Ｐ.１３には、関係各課の意見を示し、添

付しております。参考にご覧ください。申

出の経緯について説明させていただきます。 

利用者は、・・・で、資本金・・・円で・

・・年・・・月に設立され、・・・等の・

・・を営んでいます。本社は和歌山市・・

・、直近の売上高は約・・・円、従業員は

・・・名です。現在、業績が・・・で、い

くつかある既存事業所では手狭でスペース

を確保できず、作業場兼倉庫を増設したい

との申し出です。この用地について探した

ところ、業務量を満たすための作業場兼倉

庫の建築及びトレーラー等大型車両の停車

スペースの必要面積として、必要最小限の

面積が必要であるが、周囲には同様の規模、
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形状の用地がないため、及びグループ会社

の・・・の作業場の隣接地において建設す

ることにより、効率性、利便性の向上を図

り、相乗効果が見込めるため、この土地を

選定したとのことです。なお、申出地の東

側にある・・・作業場でも同じく・・・の

・・・機能をもっており、・・・と同じ代

表取締役が就任しています。なお、申出地

は、北側に農地、東側に宅地、南側に水路

里道を挟み宅地、西側に宅地に隣接した農

地となっています。市としては、周辺農地

への営農に及ぼす影響はなく、土地の有効

活用及び本市産業の活性化につながると判

断し、農用地区域除外を行おうとするもの

です。 

③ について説明させていただきます。 

参考資料のＰ.１４からＰ.１８をご覧くだ

さい。Ｐ.１４にありますように申出地は、

赤色で着色し示しており、西和佐地区、西

和佐小学校の東約・・・ｍに位置しており

ます。Ｐ.１５には、申出地以外に代替す

べき土地がない理由を記したものを、Ｐ.

１６には、申出地を三方から撮影した写真

を、Ｐ.１７には、農用地区域の広がりを、

Ｐ.１８には、関係各課の意見を示し、添

付しております。参考にご覧ください。 

申出の経緯について説明させていただき

ます。利用者は、・・・で、資本金・・・

円で・・・年・・・月に設立され、・・・

等の・・・を営んでいます。本社は和歌山

市・・・、従業員は・・・名です。現在、

業績が好調であることに加え、・・・の・

・・とともに、既存の駐車場は施設の空地

に駐車している状況であり、既存施設では

手狭であるため、露天資材置場及び露天駐

車場を増設したいとの申し出です。この用

地について探したところ、従業員用及び来

客用駐車場として、効率性及び利便性の面

から、既存事業所の隣接地である必要があ

るため、及び、保管している原料は生産と

一体のものであることから、資材置場とし

ての保管している作業の効率性及び利便性

の面から、既存事業所の隣接地である必要

があるため、この土地を選定したとのこと

です。なお、申出地は、北側に水路、東側

に農地、南側に既存事業所、西側に農地と

なっています。市としては、周辺農地への

営農に及ぼす影響はなく、土地の有効活用

及び本市産業の活性化につながると判断し、

農用地区域除外を行おうとするものです。 

以上の全３件について、農業振興地域の

整備に関する法律第１３条第２項に掲げる

第１号から第５号までの要件のすべてを満

たすと判断し除外を行おうとするものです。

なお、第１号から第５号の要件については、 

第１号、申出地以外に代替すべき土地がな

いこと。 

第２号、農業上の効率化かつ総合的な利用

に支障を及ぼすおそれがないこと。 

第３号、農用地の利用集積に支障を及ぼす

おそれがないこと。 

第４号、土地改良施設の有する機能に支障

を及ぼすおそれがないこと。 

第５号、農業生産基盤整備事業完了後８年

を経過しているものであることとなってい

ます。なお、本件はいずれも現地調査及び

事情聴取を行っておりますので、担当の委

員さんから報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．１につきまし

て、現地調査並びに事情聴取を行っていま

すので古川委員さん報告願います。 

◆６番（古川祐典） Ｎｏ．１について、
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報告します。去る１月２８日、湯川委員及

び曽根委員、また農林水産課職員、事務局

職員と共に現地調査並びに事情聴取を行い

ました。事情聴取については、申請人、和

歌山市・・・、・・・氏より代表者の代理

として委任された土地の管理等を任されて

いる・・・氏が出席され聴取を行ないまし

た。 

申請内容は、和歌山市・・・外６筆の合計

２，９５８㎡を・・・用駐車場として転用

する目的であり、今回、その内の４筆合計

２，８１３㎡を除外申請するものです。申

請者である・・・では、・・・月の・・・

を含め年に３回ほど大きな・・・を予定し

ており、・・・が多く来られることから、

その都度周辺道路での路上駐車や渋滞等、

通行の妨げとなり地域の方々に多大なる御

迷惑をおかけしている現状から、それらを

解消するために今回新たに申出地に駐車場

を確保し利用したいとの理由で申請に至っ

たとのことであります。事情を聴く中で、

代替地については検討をされたとの事です

が、・・・には高齢者も多く、申出地が・

・・南側に隣接した既存駐車場を東側に拡

幅するような形となることから、利便性が

高く、申出地  以外に適当な土地もなく、

地域周辺の交通安全対策、また周辺農地の

営農に支障を及ぼすことは考えられない等

々の理由から、転用申請にかかる今回の農

用地区域の除外については致し方のないも

のと考えられる。 

加えて、現地を確認する限り、当該申出地

の現状が、土羽仕上げによる盛土となって

いることから、雨水等による周囲への土砂

流出が懸念されるが、施工にあたっては、

影響が出ないよう十分配慮するとのことで

ありました。以上、現地調査及び聴取する

上では、今回の農用地区域除外について、

やむを得ないのではないかと考えますが、

委員皆様の慎重なご審議をよろしくお願い

します。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。続いて、Ｎｏ．２につきまして湯川

委員さん報告願います。 

◆1 番（湯川德弘） Ｎｏ．２について、

報告します。去る１月２８日 曽根委員、

古川委員と共に現地調査ならびにヒアリン

グを行いました。物件は農用地除外です。

場所は、和歌山市・・・ 登記簿３筆、面

積は合計２，９７８㎡地目 田です。譲受

人は、和歌山市・・・、・・・氏、譲渡人

は、・・・、・・・氏です。除外申請に係る

内容は、次のとおりで・・・は・・・に本

社を置き、・・・の・・・を行っています。

事業拡張にあたり、グループ内の関連会社

である・・・の作業場兼倉庫を隣接地にお

いて、同じく作業場兼倉庫を建設すること

により、両社にとって利便性が向上し、相

乗効果ならびに効率化を図ることができ、

業務拡大に繋がるとのことです。代替地を

検討したが、申請地以外適当な土地はなく、

また、申請地は周辺農地の営農に支障を及

ぼすとは認められない。したがって、周辺

農地への営農に及ぼす影響がなく、産業の

活性化における地域振興及び土地の有効活

用が図られるものであり、対応した農業委

員としては、誠に立派な優良農地であるが

ゆえに苦しみもあったが、やむを得ないと

判断した次第です。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。続いて、Ｎｏ．３につきまして曽根

委員さん報告願います。 
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◆１３番（曽根光彦） Ｎｏ．３について、

報告します。去る１月２８日、湯川委員、

古川委員、農林水産課２名と事務局職員と

ともに現地調査及び事情聴取を行いました。

今回の申請地は、西和佐小学校東へ約・・

・ｍに位置している第２種農地であり、今

回申請は、・・・、・・・他２筆、現況は、

田で１，５０８㎡の土地であり今回の申請

に至った理由は、譲受人・・・氏であり、

事業内容としては、・・・及び・・・等・

・・等行っている会社であります。昨年度

まで・・・に・・・で、事業を行っていま

したが、・・・、今回本社である北側の隣

接している土地は・・・でもあり今回の申

請に至ったものであります。使用目的とし

て来客用及び従業員の露天駐車場並びに露

天資材置場として使用するものであります。

今後、土地の造成及びアスファルト舗装な

らび擁壁を行う計画であると聞いておりま

す。なお、雨水等については、南側の水路

に流す計画であり水利組合の同意もあり隣

接農地等にも影響ないものと思われますが、

委員皆様方慎重なご審議をお願いいたしま

す。なお、・・・の設立年月日は、・・・年

・・・月・・・日で従業員数・・・名、資

金については・・・および・・・予定。 

 また、事情聴取には、・・・氏及び・・

・の・・・氏２名が同席いただきました。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第１号について、説明、報告が

終わりましたが、この議案について、何か

ご意見、ご質問ございませんか。 

◆１１番（廣井伸多） Ｎｏ．１について、 

質問します。盛土されて、遊休農地状態で、

すでに駐車場として利用してなかったかど

うか。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 この農地について、経緯を説明します。 

・・・年・・・月に農地法第３条許可によ

り・・・が取得された土地で、和歌山県の

道路事業のための、土砂置場としての経緯

があります。一時転用後、原状回復しなか

ったため、当時の藤井委員と事務局におい

て、・・・に指導し、現在原状回復されて

います。 

◆会長（谷河 績） 他に何かご意見、ご

質問ございませんか。 

◆２番（辻本 傑） 農用地利用計画変更

内容説明資料の内容説明内の土地の有効活

用の表現が思わしくないと思うのですが。 

◆農林水産課清瀧課長 番外、説明します。 

 除外及び農地転用の場合、のちに土地を

有効活用しないのであれば、農地転用の許

可基準に値しない。また、土地を有効活用

とは、土地を放置しないという意味です。 

◆１５番（丸山 勝） Ｎｏ．１の・・・

ですが、去年の１０月に申請があり、撤回

条件として、道路上に車両が混雑している

状態の写真の提出を条件付けしていたが、

添付されていますか。 

◆農林水産課太田企画員 番外、説明いた

します。申請書類に車両が混雑している状

態の写真が添付されています。 

◆会長（谷河 績） 他に何かご意見、ご

質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

議案第１号に対する意見は、「やむを得な

い」とさせていただきます。 

 議案第２号 和歌山市遊休農地解消対策

事業に伴う遊休農地の証明願について、提

案いたします。 

◆西森主査 番外、説明いたします。 
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 本件は和歌山市遊休農地解消対策事業補

助金交付要綱第５条の規定に基づいたもの

で、補助金の交付申請にあたり遊休農地証

明書を添付する必要があり、借受予定者か

ら証明願が３件ありました。対象農地の面

積は、田が３００㎡、畑が３，８１４㎡、

合計４，１１４㎡です。遊休農地証明書交

付の可否についてご審議願います。 

なお、対象農地については、Ｐ．３０か

らＰ．３１の議案第７号農用地利用集積計

画Ｎｏ．５からＮｏ．７で利用権の設定を

上程しております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第２号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第２号は可決と決定しました。 

議案第３号 相続税の納税猶予に関する

適格者証明願について、提案いたします。 

◆中川班長 番外、説明いたします。 

本件は、租税特別措置法第７０条の６第

１項の規定による相続税納税猶予に関する

適格者証明書の申請が２件あったものです。 

各相続人から、耕作を継続する旨の誓約書

が添付されております。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第３号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございます

ので、議案第３号は可決と決定しました。 

議案第４号 農地法第２条の農地でない

旨の証明願について、提案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 本件は、非農地証明の交付基準に基づき、

証明願の提出が９件ありました。 

Ｎｏ．１昭和１４年頃から作業場、農業用

倉庫、進入路、庭として利用している。 

Ｎｏ．２昭和２５年頃から山林化している。 

Ｎｏ．３昭和３０年頃から宅地として利用

している。 

Ｎｏ．４明治４４年頃から宅地の一部とし

て利用している。 

Ｎｏ．５昭和２６年頃から山林化している。 

Ｎｏ．６昭和３９年頃から山林化している。 

Ｎｏ．７平成８年頃から山林化している。 

Ｎｏ．８平成１１年頃から山林化している。 

Ｎｏ．９平成１１年頃から山林化している。 

また、Ｎｏ．１、３、４については、非

農地証明の交付条件（５）の土地であって

（７）から（９）の条件を満たしていると

思われます。Ｎｏ．２及び５から９につい

ては、非農地証明の交付条件（４）の土地

であって（７）から（９）の条件を満たし

ていると思われます。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第４号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第４号は可決と決定しました。 

 議案第５号 農地法第３条の規定による

許可申請について、提案いたします。 

 Ｎｏ．２を先議とさせていただきます。

笠野委員一時退席お願いします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

本件は、農地法第３条の規定に基づく許

可申請です。調査の結果、耕作等に支障が

ないこと、当該農地の権利を取得しようと

する者は、下限面積要件を満たし、その取

得後において全ての農地を効率的に耕作し、
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農作業に常時従事すると認められるなど、

農地法第３条第２項各号には該当しないた

め、許可要件の全てを満たしています。以

上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号Ｎｏ．２

について説明が終わりましたが、この議案

について、何かご意見、ご質問ございませ

んか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号Ｎｏ．２は可決と決定しま

した。続いて、Ｎｏ．２以外について 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

Ｎｏ．２以外についての調査結果、耕作

等に支障がないこと、当該農地の権利を取

得しようとする者は、下限面積要件を満た

し、その取得後において全ての農地を効率

的に耕作し、農作業に常時従事すると認め

られるなど、農地法第３条第２項各号には

該当しないため、許可要件の全てを満たし

ています。なお、Ｎｏ．１は、使用貸借権

設定です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第５号Ｎｏ．２

以外について、説明が終わりましたが、こ

の議案について、何かご意見、ご質問ござ

いませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第５号Ｎｏ．２以外を可決と決定

しました。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定

による許可申請に対する意見について、提

案いたします。 

◆殿元主任 番外、説明いたします。 

 Ｎｏ．１申請地は、小倉地区・・・、光

恩寺から北西約・・・ｍに位置し、おおむ

ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域

内にあるため第１種農地に該当しますが、

集落に接続される住宅その他日常生活上又

は業務上必要な施設であり、不許可の例外

に該当します。申請人は所有者の・・・で

あり、農用後継者として・・・で農業をし

ていくため、当該用地に新たに住宅を建築

するため転用申請するものです。なお、使

用貸借権設定です。 

Ｎｏ．２とＮｏ．３は一体開発となりま

す。申請地は、岡崎地区・・・及び・・・、

東部サービスセンターから北西約・・・ｍ

に位置し、おおむね５００ｍ以内に市の支

所があるため第２種農地に該当します。申

請人はどちらも・・・を営んでおり、幼稚

園や病院も近隣にあり、交通の便もよい申

請地に分譲住宅用地として転用するため申

請するものです。  

Ｎｏ．４申請地は、西山東地区・・・、

山東小学校から北約・・・ｍに位置し、お

おむね５００ｍ以内に市の支所があるため

第２種農地に該当します。申請人は所有者

の・・・であり、農業を営んでおります。

現在仮住まいとして所有者の・・・と同居

していますが、今後介護等をしていくうえ

で最適な・・・の申請地に住宅を建築する

ため転用申請するものです。なお、使用貸

借権設定です。 

Ｎｏ．５申請地は、小倉地区・・・、光

恩寺から南約・・・ｍに位置し、おおむね

１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内

にあるため第１種農地に該当しますが、集

落に接続される住宅その他日常生活上又は

業務上必要な施設であり、不許可の例外に

該当します。今後、農業を継承するため、

耕作地や・・・に近い申請地に住宅を建築
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するため転用申請するものです。なお、使

用貸借権設定です。これらの案件は一般基

準を満たしています。また、Ｎｏ．２及び

３については現地調査ならびに事情聴取を

行っております。本案件については担当の

委員さんから報告があります。以上です。 

◆会長（谷河 績） Ｎｏ．２、Ｎｏ．３

につきまして、現地調査並びに事情聴取を

行っていますので藤田委員さん報告願いま

す。 

◆５番（藤田城司） Ｎｏ．２、Ｎｏ．３

について、報告します。今回の許可申請に

ついては、２社で一体開発・利用でありま

すが、農地転用申請は別となっています。 

令和３年１月２８日に海南市農業委員会 

松村会長、上田局長、和歌山市農業委員会 

谷河会長、東山局長、岩橋委員、事務局 

職 員 と 私 で 現 地 調 査 及 び 事 情 聴 取

を・・・、・・・氏、・・・、・・・

氏、・・・、・・・、・・・の４名で行いま

した。申請人・・・につきまして、申請地

は、・・・さん所有の・・・、面積９８１

㎡です。・・・さん所有の・・・、面積１，

０７１㎡、合計面積２，０５２㎡となりま

す。 

転用目的は、分譲住宅、転用実行者

の ・ ・ ・ の 会 社 内 容 は 、 設 立 年 月

日 ・・・年・・・月・・・日、資本

金・・・円、従業員、パートを含め・・・

名、年間売上額・・・円、事業内容

は、・・・です。次に申請人・・・につき

まして、申請地は、・・・さん所有

の ・・・、面積９８１㎡、・・・さん所

有の・・・、面積１０２㎡、・・・、面積

８７６㎡、合計面積１，９５９㎡となりま

す。転用目的は、分譲住宅です。転用実行

者の・・・の会社内容は、設立年月

日・・・年・・・月・・・日、資本

金・・・円、従業員・・・名、年間売

上・・・円、事業内容は・・・です。事業

に関する経費につきましては、・・・、

約・・・円、・・・、約・・・円、各社と

も資金は、・・・でまかなうとのことです。

転用に至った理由は申請地付近には、たち

ばな幼稚園や交通公園、病院もあり、子育

てしていく家庭に適した環境です。また、

和歌山市南スマートインターや交通センタ

ー前駅にも近く、交通の便にも良い場所で

あるということと現在の土地所有者におい

ては、農業を続けることが難しい方や後継

者がいないため譲っていただけるようにな

ったとのことです。申請地は、権利移転完

了後、速やかに着工して１年以内に完成さ

せる意向です。申請地は、東側が住宅地、

西側が里道、南側は水路、北側は道路とな

っています。許可が下り次第、コンクリ―

ト擁壁を設置し土砂などが流失しないよう

にし、汚水及び雑排水については各々の敷

地内で処理後、雨水については各々の敷地

内で集水 後、北側にあります。紀の川左

岸土地改良区が管理する岡崎排水路へ放流

します。近隣の農家の方には説明を済ませ

ており、周囲の営農関係に悪い影響を及ぼ

す懸念は少ないと思います。以上のことか

ら、当許可申請について、特に目立った問

題は見当たらないと思いますが、委員の皆

様方の慎重なご審議をよろしくお願いしま

す。 

◆会長（谷河 績） ありがとうございま

した。議案第６号について、説明、報告が

終わりましたが、この議案について、何か

ご意見、ご質問ございませんか。 
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「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第６号は可決と決定しました。 

議案第７号 農用地利用集積計画につい

て、提案いたします。 

 Ｎｏ．１を先議とさせていただきます。

岩橋章博委員一時退席お願いします。 

◆西森主査 番外、先議のため議案第７号 

Ｎｏ．１について説明いたします。 

本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定です。新規の契約で、

賃借権、期間は３年、地目は田、面積は２，

９５２㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第７号Ｎｏ．１

について説明が終わりましたが、この議案

について、何かご意見、ご質問ございませ

んか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号Ｎｏ．１は可決と決定しま

した。続いて、Ｎｏ．１以外について 

◆西森主査 番外、議案第７号 Ｎｏ．１

以外について説明いたします。 

本件は、農業経営基盤強化促進法第１８

条第１項の規定による農用地利用集積計画

に基づく利用権の設定で、新規の契約が１

２件ございました。賃借権が２件、使用貸

借権が１０件の設定です。貸借期間は議案

書のとおりです。また、Ｎｏ．２からＮｏ．

１０については、農業委員会による利用権

の新規設定、Ｎｏ．１１からＮｏ．１３に

ついては農地中間管理事業による新規の設

定です。面積は、田が１４，４６１㎡、畑

が４，３７３㎡、合計面積が１８，８３４

㎡です。また、うち農地中間管理事業によ

る設定が３件あり、面積は田が８，２１７

㎡です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第７号Ｎｏ．１

以外について、説明が終わりましたが、こ

の議案について、何かご意見、ご質問ござ

いませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第７号Ｎｏ．１以外を可決と決定

しました。 

議案第８号 非農地通知について、提案

いたします。 

◆中谷主査 番外、説明いたします。 

 本件については、国からの通知である

「農地法の運用について」第４（３）の規

定に基づき、農地法第２条第１項に規定す

る農地に該当しないと判断するものです。 

令和２年１１月２７日、安原地区本渡（１

０件、１４筆）で松尾推進員と、令和２年

１２月１日、和佐地区禰宜（１７件、３０

筆）で井口推進員と、令和２年１２月２２

日、楠見・有功地区（１５件、２３筆）で

宮路推進員と、令和２年１２月２３日、西

脇・貴志地区（１７件、３８筆）で中島推

進員とともに現地調査を行ったものです。 

 非農地通知書の交付基準に基づき、対象

であると認められる農地の所有者に対し非

農地判断に係る事前通知を行ったところ、

非農地通知依頼書２６件の提出がありまし

た。面積は、田が１２筆、２，７６８㎡、

畑が４２筆、４４，７２３㎡で合計５４筆、

４７，４９１㎡です。 

 Ｎｏ．１からＮｏ．２６について、非農

地通知書の交付基準、農業的利用を図るた

めの条件整備（基盤整備事業の実施等）が

計画されていない土地であって、２０年以
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上前から森林の様相を呈しているなど、農

地に復元するための物理的な条件整備が著

しく困難な場合の条件を満たしていると思

われます。なお、各地区の土地改良区・水

利組合等と協議済です。以上です。 

◆会長（谷河 績） 議案第８号について、

説明が終わりましたが、この議案について、

何かご意見、ご質問ございませんか。 

「異議なし、との声」 

ご意見、ご質問がないようでございますの

で、議案第８号は可決と決定しました。 

その他、何かございませんか。 

「なし、との声」 

 それでは、ご質問がないようでございま

すので第８回総会を閉会いたします。 

１４時２０分 閉会 

 

 

  

 


